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議第29号

京都市国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

　京都市国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。

令和８年２月16日提出

京 都 市 長 松 井 孝 治

京都市国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例

　京都市国民健康保険事業基金条例の一部を次のように改正する。

　第７条を第８条とし、第３条から第６条までを１条ずつ繰り下げ、第２条

の次に次の１条を加える。

（歳計剰余金の編入）

第３条　各年度における国民健康保険事業特別会計において、決算上剰余金

を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができ

る。この場合において、編入する金額は、市長が定める。

附 則

（施行期日）

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（適用区分）

２　この条例による改正後の京都市国民健康保険事業基金条例の規定は、令

和７年度の決算から適用する。

提案理由

　国民健康保険事業特別会計において決算上生じた剰余金を、京都市国民健

康保険事業基金に編入することができることとする必要があるので提案する。




